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国立大学法人京都大学 

 

１．はじめに 

令和４年４月２８日付け原規規発第２２０４２８２号をもって承認された京都大学複合

原子力科学研究所原子炉設置変更（臨界実験装置の変更）の審査の経緯については、「補足

説明資料（まとめ資料）」（以下「まとめ資料」という。）にまとめられている。その中には、

京都大学複合原子力科学研究所原子炉施設保安規定（以下「保安規定」という。）、あるいは、

その下部規定である京都大学複合原子力科学研究所原子炉施設保安指示書（以下「保安指示

書」という。）に反映すべきこととして論点となった事項についての記載も含まれている。

本資料では、本保安規定変更申請におけるそれらの反映状況と、今後予定している保安指示

書改訂においてどの事項を反映していくかについて説明する。 

 

まとめ資料から保安規定、あるいは保安指示書に反映するべき事項に関連するページ（１

７ページ分）のハードコピーを以下のように示す。 

 

資料 6-2 ページ：  表紙（目次を含む） 

資料 6-3〜6-13 ページ： 【添付書類十】の抜粋 

資料 6-14、6-15 ページ： 【論点管理表】【質問管理表】の抜粋 

資料 6-16〜6-18 ページ： 【原子炉施設保安規定の改訂方針案】の全文 

 

加えて、2022 年 2 月 16 日ヒアリング資料【燃料誤装荷の解析について】から、 

 

資料 6-19 ページ：  表紙 

資料 6-20 ページ：  補足Ｃの全文 

 

のハードコピーも示す。  
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２．保安規定への反映状況について 

 

２．１．燃料集合体１体を誤装荷した時の反応度について 

本件は、設置変更の審査の中で保安規定あるいは保安指示書に反映させるべきこととし

て議論となった論点の１つである。資料 6-15 ページの【論点管理表】【質問管理表】抜粋の

175 番目の質問のうち「①燃料集合体１体を誤装荷した時の反応度」については、保安規定

にて反映させる予定である旨の回答をしている。 

これについては、2022 年 2 月 16 日ヒアリング資料【燃料誤装荷の解析について】（資料

6-19 ページ）の補足Ｃ（資料 6-20 ページ）において、「正の過剰反応度をもつ固体減速炉

心で、全ての制御棒のうち半数が上限、残り半数が下限、中心架台が下限の状態において、

その炉心を構成する燃料集合体のうち任意の１体を炉心の任意の位置に追加で装荷した場

合であっても未臨界状態となること。」というような記載例も示している。 

本保安規定変更申請では、以上のような経緯を踏まえ、別表第２の２に「低濃縮ウラン炉

心において炉心が正の過剰反応度を持つ場合、すべての制御棒のうち半数が上限、残り半数

が下限、中心架台が下限の状態において、その炉心を構成する燃料集合体のうち任意の 1体

を炉心の任意の位置に追加で装荷した場合であっても未臨界状態となること。」という記載

を追記した。以上より、本件については、本保安規定変更申請において、適切に反映できて

いると考えている。 

 

 

２．２．炉心構成時のボードとカラーキャップについて 

本件は、設置変更の審査の中で保安規定あるいは保安指示書に反映させるべきこととし

て議論となった論点の１つである。資料 6-15 ページの【論点管理表】【質問管理表】抜粋の

175 番目の質問のうち「②炉心構成時のボードとカラーキャップ」については、保安規定に

て反映させる予定である旨の回答をしている。 

このような経緯を踏まえ、本保安規定変更申請では、第６８条第３項に、 

 

その際、当直運転主任は、次の各号に掲げる事項を当直運転員に実施さ

せることにより、燃料集合体の誤装荷を未然に防がなければならない。 

(1) 固体減速架台用燃料集合体さや管表面に燃料名称を記載する。 

(2) 固体減速架台用燃料集合体の上部キャップへのマーキングにより反

射体との識別を明確にする。 

(3) 燃料集合体の装荷作業時、指令書に記載された燃料集合体配置を表

示した燃料配置ボードを炉心横の足場に設置する。 

(4) 燃料集合体の装荷作業時、装荷作業を行う現場運転員と制御室運転

員が連絡を取り合い、指令書と燃料集合体装荷位置の整合性を声に

出して相互に確認する。 
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(5) 燃料集合体の装荷作業時、他の現場運転員は、燃料配置ボードと燃

料集合体装荷位置の整合性の確認を補助する。 

(6) 作業終了後、燃料集合体配置が指令書に記載されたものと一致して

いることを再度確認する。 

 

という記載を追記した。以上より、本件については、本保安規定変更申請において、適切

に反映できていると考えている。 

 

 

２．３．トリウム貯蔵庫の管理について 

本件は、設置変更の審査の中で保安規定あるいは保安指示書に反映させるべきこととし

て議論となった論点の１つである。資料 6-15 ページの【論点管理表】【質問管理表】抜粋の

175 番目の質問のうち「③トリウム貯蔵庫の管理（トリウム燃料の管理は、燃料要素（ウラ

ン燃料）と書き分ける必要はないか。）」については、「低濃縮ウラン燃料要素とトリウムの

管理方法に大きな違いは無いので、保安規定の同じ条項に記載しても問題ないと考える。」

と回答をしている。 

このような経緯を踏まえ、本保安規定変更申請では、ウランの燃料要素及びトリウムの燃

料要素の保管についてはともに第６２条第１項に、異常のあるウランの燃料要素及びトリ

ウムの燃料要素の取扱いについてはともに第６３条第３項に規定している。以上より、本件

については、本保安規定変更申請において、適切に反映できていると考えている。 

 

 

２．４．運転開始３６００秒後の管理について 

本件は、設置変更の審査の中で保安規定あるいは保安指示書に反映させるべきこととし

て議論となった論点の１つである。資料 6-15 ページの【論点管理表】【質問管理表】抜粋の

175 番目の質問のうち「④過渡解析【ケースＢ】の運転開始３６００秒後の管理」について

は、「臨界後１時間を経過した場合の点検について保安規定に新たに記載する」予定である

旨の回答をしているが、３．２で述べるように、その後の検討において、これは保安指示書

にて対応することとした。  
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３．保安指示書への反映について 

 

３．１．過剰反応度が常に制限値以下となるための手順について 

本資料の 6-3 ページ〜6-13 ページに【実験物を装荷した炉心の炉心配置決定のためのプ

ロセス】が示されている。これは、照射物の固定が外れて移動することにより正の反応度が

印加されても、軽水減速炉心において検出器等を設置するために使用する挿入管が破損し

て水が侵入することにより正の反応度が印加されても、それらに起因して炉心が臨界超過

状態に移行して生じた温度上昇により正の反応度フィードバックが印加されても、常に炉

心の過剰反応度が制限値以下となるように炉心を選定する手順を例示したものであり、本

保安規定変更申請において、別表第２の２に追記しようとしている「パイルオシレータの使

用、照射物の移動、挿入管の破損及びそれらに起因する温度上昇に伴い添加される反応度を

考慮しても、過剰反応度は制限値以下となること。」を実現する炉心選択ための具体的な手

順となっている（なお、現状、パイルオシレータは設置されていないため考慮されていない）。

ただし、資料 6-3 ページ〜6-13 ページに示されるように、この手順は、場合分けも多くて

非常に複雑なこともあり、保安規定ではなく、保安指示書に反映させることが適当と考えて

いる。 

なお、本件は、設置変更の審査の中で保安規定あるいは保安指示書に反映させるべきこと

として議論となった論点の１つであるが、資料 6-14 ページの【論点管理表】【質問管理表】

抜粋の 139 番目の質問「炉心決定のためのプロセスをどのように取り扱うのか、その位置付

け」に対して、当時から保安指示書に記載する旨の回答をしている。 

 

 

３．２．運転開始３６００秒後の管理について 

設置変更の審査のうち、添付書類十の過渡解析において、大きな反応度が印加されて急峻

な出力上昇を示す場合（ケースＡ）と小さな反応度が印加されて緩やかな出力上昇を示す場

合（ケースＢ）の２種類のケースが議論された。そのうち、後者については、３６００秒後

になってオペレータが手動スクラムにて運転を停止するという想定を置き、３６００秒後

までの過渡解析を行った。 

ＫＵＣＡの実際の運転において、オペレータは、出力の上昇に伴って、線形出力計のレン

ジを切り替えていく操作を行う（最初から上のレンジに設定しておくと、微小な出力変動が

読み取れなくなるため）。この切り替えを怠ると、そのレンジの８０％で警報が鳴動し、１

１０％で制御棒の一せい挿入が始まり、１２０％でスクラムする。従って、実際は、運転中

のオペレータが３６００秒にわたって出力上昇を検知できず、それを阻止する何らの操作

も行わないということは想定しづらいが、それでも、３６００秒以内ごとにオペレータに出

力を記録させることとした。 

これについて、当初は、資料 6-18 ページに示されるように、保安規定第７３条に３６０

０秒以内ごとに出力を記録することを追記する考えであったが、承認された設置変更承認
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申請書に３６００秒以内ごとに出力を記録することについての直接的な記載が入らなかっ

たことことを踏まえ、その後、保安指示書でこれを記載する方針とした。  
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４．追加の保安規定変更申請の有無について 

 

以下に、炉心構成に関する現行の保安規定の関係箇所を抜粋する。なお、本条は、今回の

保安規定変更申請において、記載の適正化を行おうとしているが、内容は変わらない。 

 

 

炉心構成作業（燃料集合体の作成、炉心配置変更）は、「ＫＵＣＡ炉心配置変更計画書」

（運転指令書の一部）に従って行うことが規定されており、この計画書の作成は臨界装置部

長が、確認は臨界装置主任技術者が行う。また、作業は、当直運転主任が当直運転員を指揮

して行う。 

 

今般のＫＵＣＡの低濃縮化において、燃料要素が新規に製作され、入れ替えられる。その

結果、燃料要素あたりのＵ－２３５量が変わるため、燃料要素の貯蔵に関する事項（第６２

条第２項）及び燃料集合体の運搬に関する事項（第６８条第２項）の変更が必要となる。一

方、新規の燃料要素の寸法は、（固体減速炉心用燃料要素の厚さは除けば）これまでのもの

と同一であるため、燃料集合体の構成方法、ひいては炉心の構築方法及び運転方法について

は変更がない。従って、低濃縮ウラン炉心に関する各種の制限値及び制約に基づいて「ＫＵ

ＣＡ炉心配置変更計画書」（運転指令書の一部）が作成でき、必要な炉心特性が適切に算定

できれば、あとは、この第６６条の規定に従って、炉心の構築し、運転を行うことに支障は

ない。本保安規定変更申請では、低濃縮ウラン炉心に関する各種の制限値及び制約を別表第

２と別表第２の２に追記する。また、炉心特性の算定手順は、本資料の３．１で述べたとお

り、保安指示書で規定する予定である。 

 

以上より、ＫＵＣＡにおいて低濃縮ウラン炉心の運転を開始するに当たり、本保安規定変

更申請の他に、追加で保安規定変更承認申請を行う事項ははないと考えている。 

 

以上 

（燃料集合体等の炉心配置変更計画） 

第６６条 臨界装置部長は、燃料集合体を炉心に挿入若しくは取出し、又は炉心内でその

位置を変更しようとするときは、あらかじめＫＵＣＡ炉心配置変更計画書を作成し、炉

心特性を算定したうえで、臨界装置主任技術者の承認を受けなければならない。 

２ 臨界装置主任技術者は、前項の承認を与えるに当たり、過剰反応度、燃料要素等の装

荷手順及び臨界点確認の時期が適切であること、その他操作手順上の安全を確認する。 

３ 臨界装置の運転中に、炉心についてＫＵＣＡ運転計画指令書に記載された実験の範囲

内での変更を必要とする場合には、当直運転主任は、臨界装置主任技術者又はその指定

した者の承認を得て、これを行うことができる。 


